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特別定額給付金の給付が始まります 

４月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕

組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金の給付を次のとおり行います。 

◇給付対象者／基準日（令和２年４月27日）において

町の住民基本台帳に記録されている方 

◇申請権者／給付対象者の属する世帯の世帯主 

◇給付額／給付対象者１人につき10万円 

◇給付方法／原則として申請者の本人名義の銀行口

座への振込み（振込みは、申請書が提出されてから

概ね２週間後） 

◇申請方法／８月19日（水）までに、右記のいずれか

の方法により申請してください。 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、役場

窓口への申請はご遠慮いただき、２つの方法による

申請にご協力をお願いします。 

 

子育て世帯への臨時特別給付金 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子

育て世帯の生活を支援するために、臨時特別給付金

（一時金）を次のとおり給付します。 

◇給付対象者／児童手当（本則給付）の令和２年４月

分（３月分含む）の対象となる児童 

◇対象児童／児童手当の令和２年４月分の対象とな 

る児童（平成16年４月２日～令和２年３月31日生） 

◇給付額／対象児童１人につき１万円（１回限り） 

◇給付方法／児童手当を受給している口座への振込み 

◇申請方法／給付を受けるための申請は不要 

※公務員の方は、申請が必要です。職場からの案内に

従い、申請してください。 

◇問合せ先／保健福祉課福祉支援室 ℡50-1172 

 

 

 

◎郵送申請方式 

５月18日（月）に申請書を申請権者宛てに発送し

ました。振込先口座情報を記入し、本人確認書類

及び振込先口座確認書類とともに同封の封筒で

返送してください。 

◎オンライン申請方式 

（マイナンバーカードをお持ちの方） 

マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面

から振込先口座情報を入力した上で、振込先口座

の確認書類をアップロードし、申請してください。 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

 

 

災害義援金を追加配分します 

台風15号等の被災者に対する義援金について、次の

とおり追加配分することになりました。 

◇支給対象／人的被害の診断書及び住家被害罹災証

明書の交付を受けている世帯 

※すでに災害義援金を申請された方は、追加配分に対

する新たな申請は必要ありません。申請がお済みで

ない方は、早めに申請をお願いします。 

◇支給額／罹災証明書の交付種別により異なります。 

・「人的被害の診断書」及び「住家被害の全壊」、 

「大規模半壊」、「半壊」：20,000円 

 ・「住家被害の一部損壊」：15,000円 

※個別に通知はしませんので、通帳記帳でご確認くだ

さい。 

◇振込み日／令和２年５月26日（火）  

◇振込み時の記帳名／「キョナンマチカイケイカンリシャ」 

◇問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525 
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千葉県中小企業再建支援金 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中

小企業を支援するため、売り上げが大きく減少して

いる事業者に対して、県から支援金（最大40万円）が

給付されます。 

◇給付対象者／県が定める７つの要件を全て満たし

ている中小企業等 

◇申請方法／千葉県中小企業再建支援金特設サイト

から、オンライン提出または郵送による申請 

◇申請期間／８月31日（月）まで 

◇問合せ先／千葉県中小企業再建支援金相談コール

センター ℡0570-04-4849 

 

雇用調整助成金 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事

業主を支援するため、特例措置として、全国の事業主

を対象に、労働者に支払った休業手当等が国によっ

て助成されます。 

◇給付対象者／新型コロナウイルス感染症の影響を

受ける事業主で、４月１日～６月30日に休業を実

施した場合（全業種対象） 

※詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。 

◇問合せ先／千葉労働局 ℡043-221-4393 

      ハローワーク館山 ℡22-2236 

 

持続化給付金 

 新型コロナウイルス感染症拡大により、営業自粛

等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、

事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事

業全般に広く使える給付金が、次のとおり給付され

ます。 

◇給付対象者／・医療法人、農業法人、NPO法人など

会社以外の法人を含む中小法人等 

・個人事業者（農林漁業者、フリーランス等を含む） 

◇給付額／法人200万円、個人事業者100万円を上限

に支給（昨年１年間の売上からの減少分が上限） 

◇申請期間／令和３年１月15日（金）まで 

◇問合せ先／持続化給付金事業コールセンター 

      ℡0120-115-570 

被災相談窓口開設予定（６月） 

台風の被災による住宅の応急修理等の相談窓口の

開設予定は次のとおりです。 

日 月 火 水 木 金 土 

／ 
１ 
○ 

２ 
○ 

３ 
× 

４ 
○ 

５ 
○ 

６ 
× 

７ 
× 

８ 
○ 

９ 
○ 

10 
× 

11 
○ 

12 
○ 

13 
× 

14 
× 

15 
  

16 
  

17 
× 

18 
  

19 
  

20 
× 

21 
× 

22 
  

23 
  

24 
× 

25 
  

26 
  

27 
× 

28 
× 

29 
  

30 
  

／ ／ ／ ／ 

◇時間／午前９時～午後４時   

◇場所／役場 １階 復興支援室 

◇相談内容／住宅の応急修理（被害状況が半壊また

は一部損壊の場合）、みなし仮設賃貸住宅、生活再

建支援制度に関すること 

◇問合せ先／総務企画課復興支援室 ℡28-5525 

                                                 

マイナポイント25％もらえる！ 

 令和２年９月から、国の消費活性化策として「マイ

ナポイント事業」が実施されます。マイナンバーカー

ド取得者が、民間キャッシュレス決裁サービスでチ

ャージや買い物をすると、「マイナポイント」がもら

えます。 

◇利用できるキャッシュレス決裁サービス／ 

 ・LINE Pay ・nanaco ・PayPay ・WAON 等 

◇ポイント取得・利用の流れ／ 

 ①マイナンバーカードの取得 

 ②マイナポイントの予約（令和２年８月末まで） 

  マイキーIDの設定をします。 

 ③マイナポイントの申込み（令和２年７月開始） 

  マイナポイント申込みページにログインし、利

用するキャッシュレス決裁サービスを選択しま

す。 

 ④マイナポイントを取得する(上限5,000円分) 

  決済サービスでチャージまたはお買い物をする

とポイントが付与されます。ポイントはいつも

のお買い物に利用できます。 

◇問合せ先／マイナンバー総合フリーダイヤル 

      ℡0120-95-0178 



３ 

新型コロナウイルス感染症に係る 

相談目安が変更されました 

帰国者・感染者相談センターへの相談目安は、次の

とおり変更になりました。 

症状のある方は、すぐに相談をしてください。 

◇目安／・息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症

状のある方 

・高齢者など重症化しやすい人で、発熱や咳など比

較的軽い風邪の症状がある方（重症化しやすい人

でなくても症状が４日以上続いている方） 

◇相談・問合せ先／ 

安房保健所（平日午前９時～午後５時）℡22-4511 

電話相談窓口・コールセンター（24時間対応） 

℡0570-200-613 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民年金保険料 

今年度の国民年金保険料は、月額16,540円です。日

本年金機構から送付される納付書がお手元に届いた方

は、納付期限までに納付をお願いします。 

また、保険料の納付には、口座振替をおすすめして

います。口座振替には様々な納付制度があり、現金納

付よりも割引が大きくなります。詳しくは、お問合せ

ください。 

◇問合せ先／税務住民課住民保険室 ℡55-2112 

木更津年金事務所 ℡0438-23-7616 

 

 

読書で生きる力をつける！ 休館中のため、本の貸し出しは行っていません。返却のみ窓口で対応いたします。          

★荒波を乗り越える50の知恵             ★結局どうする？！ 

「渡辺えりの人生相談」渡辺
わたなべ

えり           「キャッシュレス生活、１年やってみた」美崎
み さ き

栄一郎
えいいちろう

 

★今日から始める新マネー教育            ★一歩前に進むためのヒント200 

「お金に強い子どもの育て方」日経
にっけい

マネー編
へん

      「人生の名言」池田
い け だ

書店
しょてん

編集部
へんしゅうぶ

 

★年をとることに希望をもってね            

 「いいことだけ考える 市原悦子のことば」沢辺
さ わ べ

ひとみ  

★江戸時代のエネルギー事情とは？ 

「代官の判決をひっくり返した百姓たち」支倉
はせくら

清
きよし

・支倉
はせくら

紀代美
き よ み

 

★心療内科医が教える魔法の食事 

 「疲れとストレスからの回復ごはん」姫野
ひ め の

友美
と も み

  

 

その他新着図書 

・「去年の雪」江國
え く に

香織
か お り

                ・「まったく、青くない」黒田
く ろ だ

小暑
しょうしょ

 

・「楡
にれ

の墓」浮
うき

穴
あな

みみ                 ・「てしごと」あさのあつこ他６名 

・「ピカソになれない私たち」一色
いっしき

さゆり        ・「太平洋食堂」柳
やなぎ

広司
こ う じ

 

・「清く貧しく美しく」石田
い し だ

衣良
い ら

            ・「たおやかに輪を描いて」窪
くぼ

美登
み と

 

・「箱とキツネと、パイナップル」村木
む ら き

美涼
み す ず

       ・「暗黒残酷監獄」城戸
き ど

喜由
き よ し

 

・「あたしの拳が吼
ほ

えるんだ」山本
やまもと

幸久
ゆきひさ

         ・「遠野
と お の

奇談
き だ ん

」佐々木
さ さ き

喜善
き ぜ ん

 

・「鸚鵡
お う む

楼
ろう

の惨劇」真
ま

梨
り

幸子
ゆ き こ

              ・「アダルト・エデュケーション」村山
むらやま

由佳
ゆ か

 

・「御社のチャラ男」絲山
いとやま

秋子
あ き こ

             ・「綴
つづ

る女 評伝宮尾
み や お

登美子
と み こ

」林
はやし

真理子
ま り こ

 

・「歴史とは靴である」磯田
い そ だ

道史
みちふみ

 

・「レフトハンド・ブラザーフッド」、「十字架のカルテ」知念
ち ね ん

実希人
み き と

       

           

児童本 

・「空色のゆりいす」安房
あ わ

直子
な お こ

 

 

※その他多数入荷しています。詳しくは町ホームページをご覧ください。 ◇問合せ先／中央公民館 ℡55-4151 



２６日（金） 乳児前期健診    13:00～（すこやか）  ＊対象児R1.11.1～R2.2.28生まれ 

 

※誌面で掲載した記事は、中止や内容が変更となる場合がありますのでご了承ください。 

※６月の「すこやか勝山教室」、「すこやか保田教室」、各地区での教室開催は、未定です。 

※毎年５月末から実施している陸上自衛隊学生空挺レンジャー訓練は、中止となりました。 

４ 

暮 ら し の 情 報 館  

相談名 期日 時間 場所 予約・問合せ先 

登記相談 
毎週火曜日・ 

木曜日 

09:30～12:00 

13:00～15:30 

千葉地方法務局 

館山支局（館山市北条） 

千葉地方法務局館山支局 

℡22-0620 

税理士による無料相談  ９日（火） 10:00～15:00 
法青会館 

（館山市北条） 

千葉県税理士会館山支部 

℡23-4132 

思春期相談 １１日（木） 14:00～16:00 
安房健康福祉センター 

（館山市北条） 

安房健康福祉センター 

℡0470-22-4511 

心配ごと相談 １５日（月） 13:30～16:00 ボランティアセンター 
社会福祉協議会 

℡50-1174 

成年後見制度に関する

巡回相談 
１７日（水） 13:30～16:30 

保健福祉総合センター 

すこやか 

安房地域権利擁護推進センター 

℡04-7093-5000 

家庭教育相談オアシス ２４日（水） 19:00～21:00 中央公民館 
教育委員会 

℡55-2120 

 

 

※相談はすべて無料・事前予約制です。 

７日（日）東条病院（鴨川市）     ℡04-7092-1207 

１４日（日）館山病院（館山市）     ℡22-1122    花の谷クリニック（南房総市千倉）    ℡44-5303 

２１日（日）鋸南病院          ℡55-2125    鈴木内科クリニック（館山市）      ℡22-8880 

２８日（日）館山病院（館山市）     ℡22-1122    花の谷クリニック（南房総市千倉）    ℡44-5303 

☆安房地域医療センター（℡25-5111）は、毎日24時間体制で救急患者を受け入れています。 

  

○軽自動車税 

 納期限（全期）    ６月１日（月） 

○町県民税 

 納付書の発送（全期） ６月17日（水） 

 納期限（全期・１期） ６月30日（火） 

◇問合せ先／税務住民課税務収納室 ℡55-2113 

ＰＴＡ資源回収日は６月３日（水）です 

収益金は学校の施設整備、図書の充実等に活用されます。

ご理解・ご協力をお願いします。 

◇回収場所／各地区指定の回収場所 

◇回収品目／新聞・チラシ ◇時間／午前７時～９時 

※アルミ缶は小・中学校の収集場所で毎日回収しています。

なお、アルミ缶以外のものは回収できません。 

勝山地区合同祭礼中止のお知らせ 

今年度の勝山地区合同祭礼は、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大を鑑み、中止となりました。 

勝山地区合同祭礼役員会 

 

無料法律相談を行います 

ちば司法書士総合相談センターの主催で、無料法律相

談が開催されます。完全予約制ですので、お気軽にご連

絡ください。 

◇日時／６月６日（土）午前10時～午後３時 

◇場所／中央公民館 

◇予約・問合せ先／ちば司法書士総合相談センター  

℡043-204-8333 


